重要事項説明書
（訪問看護・介護予防訪問看護・指定訪問看護）

この「重要事項説明書」は、指定訪問看護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 わからないことなどあればご質問ください。

１ 事業者（法人）の概要 
	名称・法人種別
	志優株式会社

	代　表　者　名
	平野　志保

	所在地・連絡先
	（所在地） 向日市森本町天神森6-4
（電話） 075-950-3217
（FAX） 075-950-3244



２ 事業所の概要 
（１）事業所名称及び事業所番号 
	事業所名
	志優訪問看護ステーション

	所在地・連絡先
	（所在地）向日市森本町天神森6-4
（電話） 075-950-3217
（FAX）　075-950-3244

	管理者の氏名
	 平野　　志保



（２）事業の目的及び運営の方針 
	事業の目的
	志優訪問看護ステーションは、利用者の意思及び人格を尊重し、 
利用者の立場に立った適切な指定訪問看護（指定介護予防訪問看護） の提供を確保することを目的とする。 

	運営の方針
	当事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む事が出来る様に配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 



（３）通常の事業の実施地域 
	通常の事業の実施地域
	向日市　長岡京市、京都市西京区、南区西部


　　※ 上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 
　
（４）営業日・営業時間等
	営業日
	平　日

	営業時間
	08：30～17：30


※ 営業しない日：　土曜日・日曜日・祝日・12月30日～1月3日
※　緊急時訪問看護に同意されている利用者については、２４時間の連絡体制を整えております。
※　土・日・祝日は特別指示等病状での医師による指示と、利用者の希望がある場合、事業所のサービス提供能力を考慮したうえで実施します。
　　
（５）事業所の職員体制 
	管理者
	（氏名） 平野　志保


 
	職
	職務内容 
	人員数 

	管理者
	1. 主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われ
るように必要な管理を行います。 
2. 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、
必要な指導及び管理を行います。 
3. 従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令
を行います。 
	１名
（常勤兼務）

	看護職員のうち主として計画作成等に従事する者 
	1. 指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書に
よる指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護
計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との密接
な連携を図ります。 
2. 主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うと
ともに、利用者等への説明を行い、同意を得ます。 
3. 利用者へ訪問看護計画を交付します。 
4. 指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更
を行います。 
5. 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、
理解しやすいように指導又は説明を行います。 
6. 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境
の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行います。 
7. サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業
者と連携を図ります。 
8. 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を
作成します。 
	３名 
（常勤兼務１名）


 

３ サービスの内容 
	サービス区分と種類
	サービスの内容・手順等

	１ 訪問看護計画の作成
	主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画（ケアプラン）に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。

	２ 訪問看護の提供
	訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。
具体的な訪問看護の内容の例
①　病状・障害の観察
②　清拭・洗髪等による清潔の保持
③　食事および排泄等日常生活の世話
④　床ずれの予防・処置
⑤　リハビリテーション
⑥　ターミナルケア
⑦　認知症患者の看護
⑧　療養生活や介護方法の指導
9 　カテーテル等の管理
10 その他医師の指示による医療処置




（１）サービス提供の記録等
１．訪問看護計画（介護予防訪問看護計画）の作成及び評価等
担当の看護職員等が、主治の医師の指示及び居宅サービス計画（介護予防サービス計画）に基づき、利用者様の直面している課題等を把握し、利用者様の希望を踏まえて、訪問看護計画（介護予防訪問看護計画）を作成します。 
また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果を書面（サービス報告書）に記載して利用者様に説明のうえ交付します。
　　２．サービス記録（看護記録）
　　　サービスを提供した際には、あらかじめ定めた訪問看護記録等を書面にて記載します。
　　　サービス提供時間中に記録を行います。
　　３．事業者は、前述の記録に対し、サービス終了日から５年間は適正に保管し、利用者の求め
　　　　に応じて閲覧に供し、又は自費時短によりその写しを交付します。

（２）看護職員の禁止行為 
看護職員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。 
1. 利用者又は家族の、金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 
2. 利用者又は家族からの、金銭、物品、飲食の授受 
3. 利用者の同居家族に対するサービス提供 
4. 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 
5. 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 
6. その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

４ 費　用 （別紙参照）
（１）利用者は、訪問看護ステーションに規定料金表(別紙)に定めた訪問看護サービスに対する所定の利用料及び、サービスを提供するうえで別途必要になった費用を支払うものとします。
（２）金額は、介護保険、医療保険の法定利用料に基づく金額になります。
（３）介護保険の適用がある場合は、利用者様の負担割合（負担割合証に記載）に応じた負担額となります。なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、利用者様は１か月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。また、還付に必要なサービス提供証明書を発行します。
（４）介護・医療保険外のサービスとなる場合（サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合を含む）には全額自己負担となります。（保険外のサービスとなる場合には、説明のうえ利用者の同意を得ることになります）
（５）理学療法士等によるリハビリテーションのみ利用の方においても、介護保険法・健康保険法に則り、概ね３か月に１回は看護師によるモニタリング訪問を行い、体調管理等を行います。その際は料金が発生します。
· [bookmark: _Hlk93675503]利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から３０日以上遅延した場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

■交通費 
　　　通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。 
　　　それ以外の地域にお住まいの方は、交通費の実費が必要となります。 
　　　（１）通常事業実施地域以外　片道２００円

■その他の費用 
サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気等の費用は、利用者様の負担となります。

■キャンセル料
　　利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。ただし、利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
	利用日の前日17時までに連絡があった場合
	無　　料

	利用日の17時以降に連絡があった場合  
	５０００円



■利用料等のお支払方法 
　　　毎月、15日までに前月分の請求をいたしますので、３０日までに指定口座から自動引き落としさせていただきます。入金確認後、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。（医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。）
　　　現金支払い等支払い方法については、ご相談ください。
５　サービスの提供にあたって
（1） サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。
被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
（2） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
（3） 主治の医師の指示、並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケアプラン）」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、｢訪問看護計画｣を作成します。尚、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
（4） サービス提供は「訪問看護計画｣に基づいて行います。尚、「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
（5） 看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。


６ サービス内容に関する苦情等相談窓口 
（１）苦情等相談窓口について
　　　提供したサービス内容等について、相談や苦情を受け付けるための窓口を下表のとおり設置します。
	当事業所　相談窓口
	窓口責任者 平野志保
受付時間  ８：３０～1７：３０。
連 絡 先  電話　075-950-3217
　　　　　FAX　075-950―3244
　　　　　面接（当事業所1相談室） 

	市町村の窓口
京都府　向日市 高齢介護課
長岡京市 高齢介護課
京都市西京区役所 健康長寿推進課
京都市南区役所　健康長寿推進課
	
受付時間：月曜日～金曜日
電話番号：075-931-1111　８：３０～1７：１５
電話番号：075-955-2059　８：３０～1７：００
電話番号：075-381-7638　８：３０～1７：００
電話番号：075-681-3296　８：３０～1７：００


	
京都府国民健康保険団体連合会

	受付時間：月曜日～金曜日
９：００～１７：００
電話番号：０７５－３５４－９０９０


　
（２）苦情処理の体制及び手順について
　　　相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。
1. 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、相談窓口の設置と必要な措置を講じる。
2. 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、介護保険法第２３条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3. 本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4. 事業所は前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から２年間保存する。

７ 緊急時等における対応方法
　　（１）サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、緊急時連絡先（ご家族等）、居宅サービス計画（介護予防支援計画）を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をするなどの必要な措置を講じます。
	【家族等緊急連絡先】
	氏　　名　　　　　　　　　　　　　 続柄
住　　所　　〒

電 話 番 号
携 帯 電 話

勤　務　先

	【主治医】
	医療機関名
氏    名
電 話 番 号



（２）緊急に看護に関する意見やサービス提供が必要になった場合
緊急時の連絡先について
営業時間外電話番号　０７５－９５０－３２１７
　　※ 時間外の対応については別途同意書を頂き対応となります。
　　　 (基本的に事前に同意書にて申し込みが必要です)

８ 事故発生時等における対応方法
　サービス提供中に事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、速やかに利用者様の緊急時連絡先（ご家族等）、居宅サービス計画（介護予防支援計画）を作成した居宅介護支援事業者等、市町村及び京都府に報告を行います。
　訪問看護のサービス提供に伴い、事業者は下記損害賠償補償制度に加入します。
	【居宅支援事業所の窓口】
	事業所名
所在地
電話番号
担当介護支援専門員

	保険会社名
	おいおいニッセイ同和損害保険株式会社

	保険名
	傷害補償特約セット団体総合生活保障保険

	補償の概要
	対人・対物・管理財産、人格権侵害、サーバーセキュリティ等



９ 個人情報の保護及び秘密の保持について
（１）事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めます。
（２）事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。

１０　虐待防止のための措置に関する事項
（1）事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
（ア）虐待防止に関する責任者の選定及び設置
（イ）成年後見制度の利用支援
（ウ）苦情解決体制の整備
（エ）職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
（オ）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる
　　ものとする）の定期的な開催及び委員会での検討結果について職員への周知徹底
（2）事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
　　
１１　身体拘束等の禁止に関する事項
（1）事業者は、居宅介護等の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行わないものとする。
（2）事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
（3）事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
（ア）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（身体拘束等適正化検討委員会）の定期的な開催及びその結果について職員への周知
　（イ）身体拘束等の適正化のための指針の整備
　（ウ）職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施

１２　業務継続計画の策定等
（1）事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護（指定介護予防訪問看護）の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
（2）事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
（3）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

１３　従業員の研修
事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修（外部における研修受講を含む。）を実施します。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備します。
（1）採用時研修　採用後1か月以内
（2）継続研修　年12回以上

１５　身分証携行義務
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

１６　サービス利用に当たっての留意事項
（1） サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。また、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。
（2） 看護師等は、介護・医療保険の制度上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされています。それ以外のサービスについてはお受けいたしかねますので、ご了承ください。
（3） 看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。

